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市政情報

　
市
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
は
年

２
回
、
上
半
期（
４
月
～
９
月
）と

下
半
期（
10
月
～
３
月
）に
分
け
て

定
期
的
に
公
表
し
て
い
ま
す
。
今

回
は
、
令
和
４
年
度
上
半
期
の
財

政
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
一
般
会
計
】

　
当
初
予
算
額
は
２
１
９
億
９
０

０
０
万
円
で
「
電
力
・
ガ
ス
・
食

料
品
等
価
格
高
騰
緊
急
支
援
給
付

金
給
付
事
業
」
な
ど
、
新
た
に
必

要
と
な
っ
た
22
億
８
８
０
６
万
円

を
補
正
予
算
と
し
て
追
加
し
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
９
月
末
現
在
の

予
算
額
は
２
４
２
億
７
８
０
６
万

円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

歳
入

　
１
１
４
億
５
５
８
０
万
円
が
収

入
済
み
で
47
・
２
％
の
収
入
率
と

な
っ
て
い
ま
す
。
市
債
や
国
・
県

支
出
金
の
大
部
分
は
下
半
期
に
収

入
さ
れ
ま
す
。
そ
の
他
の
費
目
に

つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
順
調
に
収
入
さ

れ
て
い
ま
す
。

歳
出

　
１
０
０
億
８
０
９
６
万
円
が
支

出
済
み
で
、
41
・
５
％
の
執
行
率

と
な
っ
て
い
ま
す
。
各
費
目
と
も
、

９
月
ま
で
の
計
画
に
対
し
て
お
お

む
ね
計
画
ど
お
り
執
行
さ
れ
て
い

ま
す
。

【
特
別
会
計
】

　
一
般
会
計
同
様
に
各
特
別
会
計

も
お
お
む
ね
計
画
ど
お
り
執
行
さ

れ
て
い
ま
す
。

特別会計

市債残高の状況

0 50 1501000 〈億円〉 〈億円〉50150 100
107 億 4579万円
48億 8252万円
37億 9239万円
12億 4671万円
22億 4115万円
7億 7340万円
19億 6272万円
7億 6744万円
19億 1539万円
9億 6640万円
15億 9340万円
7億 2277万円
10億 9056万円
4億 9712万円
9億 3666万円
2億 2460万円

民　生　費
総　務　費
教　育　費
衛　生　費
土　木　費
公　債　費
消　防　費
そ　の　他

予算額
242 億 7806万円

歳入
収入済額   114 億 5580万円

（収入率 47.2％）

歳出
支出済額　100億 8096万円

（執行率 41.5％）

99億 6044万円
（60.0％）59億 7529万円

66億 4830万円
（21.6％）14億 3427万円

21億 9833万円
（66.3％）  14 億 5780万円

14億 3000万円
（58.7％）   8 億 3886 万円

11億 9555万円
（100％） 11 億 9555万円

9億 488万円
（0.6％）  570 万円

4億 8556万円
（0.0％） 　　　  0 万円

14億 5500万円
（37.7％）   5 億 4833 万円

市　　　税
国県支出金
地方交付税
　
繰　越　金
繰　入　金
市　　　債
そ　の　他

地方消費税
交　付　金

予算額（上段）
収入済額（下段）

予算額（上段）
支出済額（下段）

（45.4%）

（32.9%）

（34.5%）

（39.1%）

（50.5%）

（45.4%）

（45.6%）

（24.0%）

一般会計

市の財政状況をお知らせします～令和4年上半期～

問合先　財政課財政担当

会計名 予算額 収入済額 収入率(％) 支出済額 執行率(％)
国民健康保険 66億9105万円 36億1741万円 54.1 32億 54万円 47.8
後期高齢者医療 10億1100万円 3億6536万円 36.1 3億2585万円 32.2
介護保険 47億5990万円 27億3721万円 57.5 17億7192万円 37.2
一本松土地区画整理事業 1億2560万円 5272万円 42.0 992万円 7.9
若葉駅西口土地区画整理事業 3億1420万円 2100万円 6.7 6170万円 19.6

会計名 9月末現在高(元金) 昨年度同時期との比較
一般会計 159億6509万円 △1億 405万円
一本松土地区画整理事業 5621万円 △1613万円
若葉駅西口土地区画整理事業 6億5545万円 △1902万円
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民生委員･児童委員を紹介します

問合先　福祉政策課福祉政策・地域福祉担当

　
12
月
１
日
に
３
年
に
１
度
の
全

国
一
斉
改
選
が
行
わ
れ
、
下
表
の

92
人
の
方
々
が
厚
生
労
働
大
臣
か

ら
委
嘱
を
受
け
ま
し
た
。
民
生
委

員･

児
童
委
員
は
、
地
域
で
悩
ん

で
い
る
人
、
困
っ
て
い
る
人
の
声

を
聞
い
て
、
行
政
や
地
域
の
サ
ポ

ー
ト
先
に
つ
な
ぐ
橋
渡
し
役
で

す
。
ま
た
、
主
任
児
童
委
員
は
民

生
委
員
・
児
童
委
員
の
中
で
、
子

ど
も
や
子
育
て
に
関
す
る
相
談
・

援
助
を
専
門
に
行
っ
て
い
ま
す
。

地
域
で
相
談
支
援
を
行
う
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア

　「
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
を
最

近
見
か
け
な
い
が
病
気
で
は
？
」

「
子
ど
も
の
泣
き
声
が
絶
え
な
い
家

が
あ
る
が
虐
待
で
は
？
」
な
ど
、

ご
近
所
の
気
に
な
る
こ
と
や
生
活

を
す
る
上
で
の
悩
み
ご
と
、
心
配

ご
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
民
生
委

員･

児
童
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
お
手
伝
い

を
し
て
い
ま
す
。
　

　
相
談
な
ど
で
知
り
得
た
情
報
は

秘
密
を
厳
守
し
ま
す
。
お
住
ま
い

の
地
域
を
担
当
す
る
民
生
委
員･

児
童
委
員
の
連
絡
先
を
知
り
た
い

場
合
や
委
員
が
欠
員
の
地
区
は
、

福
祉
政
策
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【任期】令和4年12月1日～令和7年11月30日	 ※　印の地区は、現在調整中です	 【敬称略】

第一地区民生委員・児童委員協議会

主な担当区域(自治会) 氏名

藤金一区 石
いしい

井	勝
かつみ

已
藤金二区 工

くどう

藤　勉
つとむ

藤金三区 吉
よ し だ

田 光
み つ よ

世
共栄東 末

すえき

木	範
のり こ

子
共栄東･若葉西 佐

さとう

藤	千
ち づ こ

鶴子
共栄中央第一 近

こんの

野	幸
さち よ

代
共栄中央第一 北

きたおか

岡	充
みつ よ

代
共栄中央第一･
共栄ニュータウン 木

きみや

宮	秀
ひで こ

子
共栄中央第一･
藤金ニュータウン 宮

みやべ

部	文
あや こ

子

共栄中央第二 滝
たきざわ

澤	房
ふさ こ

子
共栄中央第二 ※

共栄中央第二 村
むらた

田	恵
え み こ

美子
共栄中央第二 石

いしだ

田	美
み ち こ

智子
若葉グリーンハイツ･
ナチュール 齊

さいとう

藤	利
とし お

雄

第二グリ－ンハイツ 渡
わたなべ

辺	秀
ひでなが

長
上広谷第一西 芳

よしの

野	美
み さ え

佐江
上広谷第二 ※

上広谷第二 ※

上広谷第三 葊
ひ ろ き

木 寿
じゅんこ

子
久保団地･藤の台団地 是

これえだ

枝	くみ子
こ

鶴ヶ丘第一 ※

鶴ヶ丘第一 久
く ぼ し ま

保島	久
ひさかず

和
鶴ヶ丘第二 市

いちかわ

川	由
ゆ り こ

利子
鶴ヶ丘第二 ※

鶴ヶ丘第四 佐
さ さ き

々木	典
のり こ

子
鶴ヶ丘第五 ※

鶴ヶ丘第六 寳
ほうけん

剱	綾
あや こ

子
鶴二小学校区
主任児童委員 大

おおたけ

竹	裕
ゆう こ

子
藤小学校区
主任児童委員 ※

第二地区民生委員・児童委員協議会

主な担当区域(自治会) 氏名

五味ヶ谷 伊
いとう

藤	静
しず え

江
五味ヶ谷 滝

たきしま

嶋	英
ひで お

雄
五味ヶ谷 瀧

たきしま

島	宏
ひろ み

美
五味ヶ谷･白鶴 瀬

せ と ぐ ち

戸口	恭
きょうこ

子
富士見ハイツ 藤

ふじい

井	純
じゅんこ

子
旭 川

かわかみ

上	和
かず え

江
上広谷中央 川

かわい

合	和
かずおき

興
上広谷中央 神

かんべ

戸	のり子
こ

上広谷中央 長
ながみね

峰	利
としゆき

行
上広谷中央 濱

はまの

野　等
ひとし

上広谷第一東南･
上広谷第一北 荒

あらかわ

川	ヤ
や よ え

ヨエ

上広谷第一東南 小
こやま

山	加
か な こ

奈子
上広谷第一北 風

かざまつり

祭	みさ子
こ

富士見 河
こうばた

端	幸
ゆきお

男
富士見 中

なかじま

島	利
としあき

秋
富士見 関

せき

　重
しげはる

治
富士見 宮

みやまえ

前	香
かお り

織
富士見 三

みかみ

上	裕
ゆう こ

子
富士見 島

しまだ

田	祐
ゆうすけ

輔
富士見 長

ながさわ

澤	暁
あけ み

美
富士見 ※

富士見 速
はやみず

水	勝
かつよし

良
富士見･若葉グリーン
プラザ弐番館 西

にしむら

村	昌
まさ え

江

県営富士見団地 ※

わかば ※

わかば ※

若葉台第二住宅 ※

若葉台第二住宅 ※
杉下小学校区
主任児童委員 小

こじま

嶋	清
きよ み

美
栄小学校区
主任児童委員 田

たなか

中	都
くに よ

代

第三地区民生委員・児童委員協議会

主な担当区域(自治会) 氏名

下新田第二 望
もちづき

月　峯
みね

下新田第二 新
あらい

井	義
よしただ

忠
羽折町 南

なぐも

雲	弓
ゆみこ

子
中台団地･
はなみずき･三彩 栗

くりはら

原	勇
ゆう じ

治

脚折北部 ※

脚折北部 ※
脚折北部･
脚折町一丁目一部 ※

脚折山田 和
わ く い

久井	 純
じゅんいち

一
脚折山田 石

いしばし

橋	光
みつお

男
脚折第一 時

ときた

田	昇
のり お

臣
脚折第一 ※

脚折第三 鷹
たかの

野	敏
としろう

郎
脚折第三 佐

さ く ま

久間	眞
ま り こ

理子
脚折第三･とうつる 相

あいざわ

澤	久
ひさ こ

子
脚折第一･
脚折第二･脚折第三 町

まちだ

田	弘
ひろゆき

之
脚折才道木･
脚折蔵の前 ※

池の台 栁
やぎぬま

沼	直
なお み

美
池の台 伊

いとう

藤	幸
さち お

雄
池の台 熊

くまがい

谷　茂
しげる

三ツ木上･三ツ木下 新
あたらし

	英
ひ で お

雄
共栄西 伊

いとう

藤	柄
さえ こ

子
共栄西 冨

とみなが

永	和
かずたか

隆
共栄西･県営鶴ヶ島
すねおり団地 町

まちだ

田	房
ふさ え

江

星和若葉台 有
ありた

田	博
ひろ こ

子
星和若葉台 小

おざわ

澤	千
ち え こ

惠子
高倉第二 内

うちの

野	広
ひろ こ

子
下新田第一 ※
鶴一小学校区
主任児童委員 内

うちの

野	和
かず え

江
長久保小学校区
主任児童委員 吉

よしはら

原	明
あけ み

美

第四地区民生委員・児童委員協議会

主な担当区域(自治会) 氏名

高倉上･高倉下 内
うちの

野　博
ひろし

下新田第三 鹿
かやま

山	春
はる こ

子
下新田第三 市

いちかわ

川	一
かず え

枝
中新田一区･
中新田二区 ※

中新田二区･
中新田三区 今

いまひら

平	正
まさよし

義

中新田四区 井
いのうえ

上　隆
たかし

新町一丁目 渡
わたなべ

邉	朗
あき こ

子
新町二丁目 森

もりた

田	静
しず え

江
新町三丁目 肥

ひ だ

田	美
よしなり

成
新町三丁目 佐

さとう

藤	敏
とし お

夫
新町四丁目 玉

たまり

利　勝
まさる

上新田 石
いしづか

塚	久
ひさ え

江
町屋 ※
太田ヶ谷一区・
太田ヶ谷二区 栁

やなぎさわ

沢 	利
とし こ

子
太田ヶ谷三区･
太田ヶ谷四区･
太田ヶ谷五区

内
ないとう

藤	
え り

里

松ヶ丘 小
こいけ

池	晴
はる お

夫
松ヶ丘 田

たなか

中	操
みさ え

江
松ヶ丘 原

はらだ

田	常
つね こ

子
松ヶ丘･エンゼル
パークサイド鶴ヶ島 佐

さとう

藤	嘉
よし こ

子
かわつるグリーン
タウン松ヶ丘 伊

いがき

牆	恵
けい こ

子
かわつるグリーン
タウン松ヶ丘 今

いまうし

牛	美
み わ

和
南町三丁目･
県営鶴ヶ島南町団地 村

むらかみ

上	佳
よしはる

晴

南町一丁目 髙
たかはし

橋	淑
よし こ

子
南町二丁目 ※

新鶴団地 ※
新町小学校区
主任児童委員 中

なかざと

里	由
ゆ か り

架利
南小学校区
主任児童委員 佐

さとり

鳥	のぞみ
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退任された民生委員・児童委員の皆さん　ありがとうございました！

問合先　福祉政策課福祉政策・地域福祉担当

　
11
月
30
日（
任
期
満
了
）を
も
っ

て
退
任
さ
れ
た
民
生
委
員･

児
童

委
員
の
皆
さ
ん
、
長
年
に
わ
た
り

市
の
福
祉
向
上
に
ご
尽
力
い
た
だ

き
心
よ
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

第
一
地
区

窪く
ぼ
た田
和か
ず
え江
さ
ん（
共
栄
中
央
第
一･

共
栄
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
）　

松ま
つ
お
か岡

昭し
ょ
う
じ二

さ
ん（
共
栄
中
央
第
二
）　

中な
か
む
ら村

伸の
ぶ
こ子

さ
ん（
若
葉
グ
リ
ー
ン

ハ
イ
ツ･

ナ
チ
ュ
ー
ル
）　

師も
ろ
お
か岡
ミみ

ち

こ
チ
子
さ
ん（
上
広
谷
第
二
）　

内う
ち
だ田
一か
ず
よ
し義
さ
ん（
鶴
ヶ
丘
第
四
）　
　

島し
ま
だ田
慶よ
し
つ
ぐ嗣
さ
ん（
鶴
ヶ
丘
第
五
）　

榎え
の
も
と本

七な
な
え重

さ
ん（
藤
小
学
校
区
主

任
児
童
委
員
）　

第
二
地
区

持も
ち
き木
和か
ず
お男
さ
ん（
五
味
ヶ
谷
）

青あ
お
や
ぎ柳
裕ひ
ろ
こ子
さ
ん（
富
士
見
ハ
イ
ツ
）　

岸き
し
だ田

悦え
つ
こ子

さ
ん（
上
広
谷
中
央
）　

新し
ん
や谷

忠た
だ
つ
ぐ次

さ
ん（
上
広
谷
第
一
東

南
・
上
広
谷
第
一
北
）　

鶴つ
る
ま
き巻
進し
ん
い
ち一
さ
ん（
富
士
見
）　

宮み
や
も
と本
達た
つ
お夫
さ
ん（
富
士
見
）　

福ふ
く
し
ま島

喬き
ょ
う
こ子

さ
ん（
わ
か
ば
）　
　

岡お
か
だ田

昭し
ょ
う
じ治

さ
ん（
わ
か
ば
）　

第
三
地
区

新あ
ら
い井
正ま
さ
ふ
み史
さ
ん（
脚
折
北
部
）

石い
し
か
わ川 

博ひ
ろ
しさ
ん （
脚
折
山
田
）　

青あ
お
き木 

勇い
さ
むさ
ん（
脚
折
第
三･

と
う

つ
る
）

𡈽𡈽つ
ち
だ田
慶け
い
じ治
さ
ん（
脚
折
才
道
木･

脚

折
蔵
の
前
）　

葊ひ
ろ
し
ま嶋
淳じ
ゅ
ん
こ子
さ
ん（
共
栄
西
）　

磯い
そ
信し
ん
た
ろ
う

太
郎
さ
ん（
共
栄
西･

県
営
鶴

ヶ
島
す
ね
お
り
団
地
）　

見け
ん
も
く目
豊と
よ
こ子
さ
ん（
星
和
若
葉
台
）　

新あ
ら
い井
久く

み

こ
美
子
さ
ん（
長
久
保
小
学

校
区
主
任
児
童
委
員
）　

第
四
地
区

長は
せ
が
わ
谷
川
ひ
ろ
み美
さ
ん（
高
倉
上･

高
倉

下
）　

小お
の
で
ら

野
寺
純じ
ゅ
ん
こ子
さ
ん（
中
新
田
一
区
　

･

二
区
）　

安あ
ん
ど
う藤

洋ひ
ろ
み美

さ
ん（
新
町
四
丁
目
）　

須す
な
が長 

誠ま
こ
とさ

ん（
上
新
田
）　

武た
け
だ田

和か
ず
こ子

さ
ん（
町
屋
）　

木き

な

せ
名
瀬
千ち

え

こ
惠
子
さ
ん（
太
田
ヶ
谷

一
区･

二
区
）

おめでとうございます　民生委員・児童委員表彰 

問合先　福祉政策課福祉政策・地域福祉担当

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
し
て

長
年
に
わ
た
り
地
域
福
祉
の
向
上

に
尽
力
さ
れ
、
そ
の
功
績
が
認
め

ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

厚
生
労
働
大
臣
表
彰

武た
け
だ田
和か
ず
こ子
さ
ん

【
功
績
】
在
職
期
間
20
年
以
上

埼
玉
県
知
事
表
彰

川か
わ
か
み上

和か
ず
え江

さ
ん
　
　

【
功
績
】
在
職
期
間
18
年
以
上

民
生
委
員
お
よ
び
児
童
委
員
知
事

功
労
章

是こ
れ
え
だ枝

く
み
子こ

さ
ん

末す
え
き木

範の
り
こ子

さ
ん
　
　

福ふ
く
し
ま島

喬き
ょ
う
こ子

さ
ん
　
　

市い
ち
か
わ川

由ゆ

り

こ
利
子
さ
ん
　
　

原は
ら
だ田
常つ
ね
こ子
さ
ん
　
　

新あ
ら
い井
久く

み

こ
美
子
さ
ん
　
　

【
功
績
】
在
職
期
間
17
年
以
上

埼
玉
県
社
会
福
祉
大
会
知
事
表
彰

鶴つ
る
ま
き巻
進し
ん
い
ち一
さ
ん
　
　

島し
ま
だ田
慶よ
し
つ
ぐ嗣
さ
ん
　
　

青あ
お
や
ぎ柳

裕ひ
ろ
こ子

さ
ん
　
　

磯い
そ

信し
ん
た
ろ
う

太
郎
さ
ん
　
　

内う
ち
だ田

一か
ず
よ
し義

さ
ん
　
　

寳ほ
う
け
ん剱

綾あ
や
こ子

さ
ん
　
　

【
功
績
】
在
職
期
間
14
年
以
上

埼
玉
県
社
会
福
祉
大
会
会
長
表
彰

新し
ん
や谷

忠た
だ
つ
ぐ次

さ
ん
　
　

宮み
や
も
と本
達た
つ
お夫
さ
ん
　
　

松ま
つ
お
か岡
昭し
ょ
う
じ二
さ
ん
　
　

佐さ
と
う藤
千ち

づ

こ
鶴
子
さ
ん
　
　

小こ
じ
ま嶋

清き
よ
み美

さ
ん
　
　

内う
ち
の野

和か
ず
え江

さ
ん
　
　

佐さ
と
り鳥

の
ぞ
み
さ
ん

【
功
績
】
在
職
期
間
11
年
以
上 

全
国
民
生
委
員
児
童
委
員
連
合
会

会
長
表
彰 

佐さ
と
り鳥
の
ぞ
み
さ
ん

中な
か
む
ら村
伸の
ぶ
こ子
さ
ん
　
　

風か
ざ
ま
つ
り
祭
み
さ
子こ

さ
ん
　

芳よ
し
の野
美み

さ

え
佐
江
さ
ん
　
　

中な
か
ざ
と里
由ゆ

か

り
架
利
さ
ん
　
　

【
功
績
】
在
職
期
間
10
年
以
上

民生委員・児童委員のマーク
このマークは1960（昭和35）年
に公募で選ばれたものです。
幸せのめばえを示す四つ葉のク
ローバーをバックに、民生委
員の「み」の文字と児童委員
を示す双葉を組み合わせ、平
和のシンボルの鳩をかたどっ
て、愛情と奉仕を表しています。

ありがとうございました
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市職員の給与、勤務条件などを公表します

問合先　人事課人事担当

　「鶴ヶ島市人事行政の運営等の状況の公表に関する
条例」に基づき、人事行政の運営の概要をお知らせ
します。
■任免の状況（令和3年度）
　採用9人(一般事務職9人)
　退職14人(定年8人、勧奨4人、自己都合2人)

■一般行政職の級別職員数（令和4年4月1日現在）
区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 計
標準的
な職名 主事補 主事 主任 主査 主幹 課長 部長

人数 18	 29 89 53 50 28 11 278
割合 6.5 10.4 32.0 19.1 18.0 10.1 3.9 100
※　鶴ヶ島市の給与条例に基づく給料表の級別区分による職員数です
※　一般行政職とは、税務職・福祉職・教育職・技能職などを除い
た職種です（以下同じ）

■部門別職員数の状況（各年4月1日現在）
区分

部門
職　員　数 対前年

増減数令和4年 令和3年

一般行政部門

議　　会 5 5
総　　務 105 106 △1
税　　務 28 29 △1
民　　生 94 95 △1
衛　　生 31 27 4
労　　働 1 1  
農林水産 7 6 1
商　　工 4 4  
土　　木 40 41 △1
小　　計 315 314 1

特別行政部門
教　　育 40 40
小　　計 40 40

普通会計　　計 355 354 1

公営企業等
会計部門

国保事業
その他 24 23 1

小　　計 24 23 1
合　　　　　　　計 379 377 2

※　職員数は、一般職に属する職員数であり、派遣職員を含み、
再任用職員(短時間)、会計年度任用職員を除いています

■人件費の状況（令和3年度普通会計決算）
住民
基本台帳
人口

（R4.3.31現在）

歳出額（A） 人件費（B） 人件費率
（B／A）

2年度の
人件費率
（参考）

6万9927人 259億6555万5000円 36億4698万5000円 14.1％ 11.6％

※　人件費には、特別職に支給される給料・報酬などを含みます
※　人件費率とは、歳出額に占める人件費の割合です

■職員の平均給料月額と平均年齢（令和4年4月1日現在）

区　分
一般行政職 技　能　職

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢
鶴ヶ島市 31万6437円 42.1歳 31万7600円 55.0歳
国 32万3711円 42.7歳 28万6570円 51.1歳

■職員の初任給〔給料月額〕（令和4年4月1日現在）

区　分
一般行政職

大学卒 高校卒
鶴ヶ島市 18万8700円 16万100円
国 18万2200円 15万600円

■ラスパイレス指数（令和3年度）
区　分 一般行政職
鶴ヶ島市 97.6

※　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給料水準を100として比
較したものです

■職員手当（令和4年4月1日現在）
期末手当
勤勉手当 年間支給割合　期末手当　2.40月分　　　　　　　勤勉手当　1.90月分
地域手当 給料・扶養手当および管理職手当の総額の10％
特殊勤務
手　　当

①防疫作業手当(日額500円)
②行旅病人等取扱手当(1回1500円または3000円）

扶養手当
①配偶者6500円　②子1万円
③父母など6500円
（特定扶養〔16歳～22歳の扶養親族〕5000円加算）

住居手当 賃貸住宅→家賃額に応じて支給(最高2万8000円)

通勤手当
①交通機関利用者→運賃相当額(最高5万5000円)	
②交通用具(自動車など)利用者(ただし、2km以
上)→距離に応じた定額(最高3万1600円)

管 理 職
手　　当

部長級7万円、課長級5万2000円、
主幹級4万1000円

退職手当
区　分 勤続20年 勤続25年 勤続30年 最高限度額
自己都合 19.669500月分 28.039500月分 34.735500月分 47.709000月分
定年・勧奨 24.586875月分 33.270750月分 40.803750月分 47.709000月分

■勤務時間その他の勤務条件の状況
（1）勤務時間（標準）
始業時刻 終業時刻 1日の勤務時間 1週間の勤務時間
8時30分 17時15分 7時間45分 38時間45分

（2）年次有給休暇の取得状況（令和3年度）
制　度　の　概　要 平均取得日数

1年度につき20日付与（翌年度繰越可能。最大40日） 11.9日

（3）育児休業などの取得状況（令和4年4月1日現在）
休業の種類 育児休業 部分休業
取得者数 10人 11人
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償却資産の申告は1月31日までです

問合先　税務課資産税担当

償
却
資
産
と
は

　
会
社
や
個
人
で
、
事
業
を
行
っ
て
い

る
方
や
、
ア
パ
ー
ト
・
駐
車
場
な
ど
の

不
動
産
経
営
を
し
て
い
る
方
が
、
そ
の

事
業
の
た
め
に
使
用
し
て
い
る
構
築

物
・
機
械
・
器
具
・
備
品
な
ど
の
資
産

を
償
却
資
産
と
い
い
ま
す
。

　
土
地
や
家
屋
と
同
じ
く
固
定
資
産
税

が
課
税
さ
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
左
の
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

償
却
資
産
の
種
類

申
告
義
務
が
あ
り
ま
す

　
償
却
資
産
を
お
持
ち
の
方
は
、
毎
年

１
月
１
日
現
在
の
資
産
の
所
有
状
況
に

つ
い
て
申
告
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
共
同
住
宅
・
駐
車
場
な
ど
の
不
動
産

経
営
者
の
方
も
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
門
や
塀
・
駐
車
場
の
舗
装
、

ご
み
置
き
場
な
ど
は
、
土
地
や
家
屋
の

固
定
資
産
税
に
含
ま
れ
て
い
な
い
た

め
、
償
却
資
産
と
し
て
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

令
和
5
年
度
申
告
書
の
提
出
に
つ
い
て

提
出
期
限

　
１
月
31
日
㈫
ま
で

提
出
方
法

　
税
務
課
に
直
接
提
出
ま
た
は
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
会
社
や
自
宅
か
ら
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
、
電
子
申
告

（eLTA
X

）で
も
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

提
出
書
類

　
償
却
資
産
申
告
書
お
よ
び
全
資
産
の

種
類
別
明
細
書（
増
減
の
な
い
場
合
で

も
全
資
産
の
明
細
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
）

　
独
自
の
様
式
で
の
全
資
産
申
告
お
よ

び
電
子
申
告
に
つ
い
て
は
、
必
ず
全
所

有
資
産
に
つ
い
て
評
価
額
な
ど
を
計
算

し
、
明
細
書
を
添
付
し
て
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

申
告
用
紙
を
送
付
し
ま
す

　
令
和
４
年
度
分
を
申
告
さ
れ
た
方
に

は
、
12
月
上
旬
に
、
申
告
用
紙
を
送
付

し
ま
す
。

　
新
規
事
業
所
な
ど
で
申
告
用
紙
が
必

要
な
方
は
、
必
要
書
類
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
で
す

　
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
に
基
づ
き
、

法
人
の
方
は
、
13
桁
の
法
人
番
号
を
、

個
人
事
業
主
の
方
は
、
12
桁
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
、
申
告
書
の
所
定
の
記
載
欄

に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
告
の
際
は
、
本
人
確
認
と
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
確
認
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

償
却
資
産
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
１
　
税
務
署
へ
毎
年
申
告
を
し
て
い

ま
す
が
、
市
に
も
申
告
は
必
要
で
す

か
？

Ａ
１
　
必
要
で
す
。
税
務
署
は
、
国
税

（
所
得
税
、
法
人
税
）の
申
告
、
市
役
所

は
、
地
方
税（
固
定
資
産
税
）の
申
告
で

す
。
ま
た
、
国
税
と
地
方
税
で
は
取
扱

い
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ
２
　
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
な
い

場
合
で
も
申
告
は
必
要
で
す
か
？

Ａ
２
　
資
産
の
所
有
状
況
把
握
の
た

め
、「
資
産
な
し
」
と
し
て
申
告
を
お

願
い
し
て
い
ま
す
。

Ｑ
３
　
所
有
資
産
の
増
減
が
な
い
場
合

で
も
申
告
が
必
要
で
す
か
？

Ａ
３
　
償
却
資
産
の
所
有
者
は
、
資
産

内
容
に
変
更
が
な
く
て
も
、
毎
年
申
告

は
必
要
で
す
。
申
告
の
際
は
全
資
産
の

明
細
も
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
４
　
廃
業
し
た
場
合
、
申
告
は
必
要

で
す
か
？

Ａ
４
　
必
要
で
す
。
廃
業（
転
出
・
解

散
を
含
む
）し
た
旨
を
記
載
し
、
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
５
　
申
告
に
つ
い
て
調
査
依
頼
の
通

知
が
届
き
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
で
す

か
？

Ａ
５ 

申
告
の
内
容
を
確
認
す
る
た
め

に
、
固
定
資
産
台
帳
や
所
得
税（
法
人

税
）申
告
書
類
な
ど
の
写
し
の
提
出
を

求
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

種
類

具
体
例

構
築
物

門
・
塀
・
舗
装
・
外
構
・
緑

化
施
設
・
駐
車
場
・
駐
輪
場
・

広
告
塔
・
屋
外
配
管
用
設
備

な
ど

機
械
・

装
置

土
木
建
設
機
械
・
電
気
機
械

な
ど
の
各
種
産
業
用
機
械
・

太
陽
光
発
電
設
備

　な
ど

車
両
・

運
搬
具

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
な
ど
の
大

型
特
殊
自
動
車
・	

構
内
運
搬

具

　な
ど

工
具
・

器
具
・

備
品

事
務
机
・
椅
子
・
レ
ジ
・	

パ

ソ
コ
ン
・
医
療
機
器
・
事
務

機
器
・
エ
ア
コ
ン

　な
ど
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償却資産の申告は1月31日までです

問合先　税務課資産税担当

償
却
資
産
と
は

　
会
社
や
個
人
で
、
事
業
を
行
っ
て
い

る
方
や
、
ア
パ
ー
ト
・
駐
車
場
な
ど
の

不
動
産
経
営
を
し
て
い
る
方
が
、
そ
の

事
業
の
た
め
に
使
用
し
て
い
る
構
築

物
・
機
械
・
器
具
・
備
品
な
ど
の
資
産

を
償
却
資
産
と
い
い
ま
す
。

　
土
地
や
家
屋
と
同
じ
く
固
定
資
産
税

が
課
税
さ
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
左
の
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

償
却
資
産
の
種
類

申
告
義
務
が
あ
り
ま
す

　
償
却
資
産
を
お
持
ち
の
方
は
、
毎
年

１
月
１
日
現
在
の
資
産
の
所
有
状
況
に

つ
い
て
申
告
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
共
同
住
宅
・
駐
車
場
な
ど
の
不
動
産

経
営
者
の
方
も
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
門
や
塀
・
駐
車
場
の
舗
装
、

ご
み
置
き
場
な
ど
は
、
土
地
や
家
屋
の

固
定
資
産
税
に
含
ま
れ
て
い
な
い
た

め
、
償
却
資
産
と
し
て
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

令
和
5
年
度
申
告
書
の
提
出
に
つ
い
て

提
出
期
限

　
１
月
31
日
㈫
ま
で

提
出
方
法

　
税
務
課
に
直
接
提
出
ま
た
は
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
会
社
や
自
宅
か
ら
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
、
電
子
申
告

（eLTA
X

）で
も
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

提
出
書
類

　
償
却
資
産
申
告
書
お
よ
び
全
資
産
の

種
類
別
明
細
書（
増
減
の
な
い
場
合
で

も
全
資
産
の
明
細
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
）

　
独
自
の
様
式
で
の
全
資
産
申
告
お
よ

び
電
子
申
告
に
つ
い
て
は
、
必
ず
全
所

有
資
産
に
つ
い
て
評
価
額
な
ど
を
計
算

し
、
明
細
書
を
添
付
し
て
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

申
告
用
紙
を
送
付
し
ま
す

　
令
和
４
年
度
分
を
申
告
さ
れ
た
方
に

は
、
12
月
上
旬
に
、
申
告
用
紙
を
送
付

し
ま
す
。

　
新
規
事
業
所
な
ど
で
申
告
用
紙
が
必

要
な
方
は
、
必
要
書
類
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
で
す

　
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
に
基
づ
き
、

法
人
の
方
は
、
13
桁
の
法
人
番
号
を
、

個
人
事
業
主
の
方
は
、
12
桁
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
、
申
告
書
の
所
定
の
記
載
欄

に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
告
の
際
は
、
本
人
確
認
と
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
確
認
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

償
却
資
産
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
１
　
税
務
署
へ
毎
年
申
告
を
し
て
い

ま
す
が
、
市
に
も
申
告
は
必
要
で
す

か
？

Ａ
１
　
必
要
で
す
。
税
務
署
は
、
国
税

（
所
得
税
、
法
人
税
）の
申
告
、
市
役
所

は
、
地
方
税（
固
定
資
産
税
）の
申
告
で

す
。
ま
た
、
国
税
と
地
方
税
で
は
取
扱

い
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ
２
　
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
な
い

場
合
で
も
申
告
は
必
要
で
す
か
？

Ａ
２
　
資
産
の
所
有
状
況
把
握
の
た

め
、「
資
産
な
し
」
と
し
て
申
告
を
お

願
い
し
て
い
ま
す
。

Ｑ
３
　
所
有
資
産
の
増
減
が
な
い
場
合

で
も
申
告
が
必
要
で
す
か
？

Ａ
３
　
償
却
資
産
の
所
有
者
は
、
資
産

内
容
に
変
更
が
な
く
て
も
、
毎
年
申
告

は
必
要
で
す
。
申
告
の
際
は
全
資
産
の

明
細
も
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
４
　
廃
業
し
た
場
合
、
申
告
は
必
要

で
す
か
？

Ａ
４
　
必
要
で
す
。
廃
業（
転
出
・
解

散
を
含
む
）し
た
旨
を
記
載
し
、
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
５
　
申
告
に
つ
い
て
調
査
依
頼
の
通

知
が
届
き
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
で
す

か
？

Ａ
５ 

申
告
の
内
容
を
確
認
す
る
た
め

に
、
固
定
資
産
台
帳
や
所
得
税（
法
人

税
）申
告
書
類
な
ど
の
写
し
の
提
出
を

求
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

種
類

具
体
例

構
築
物

門
・
塀
・
舗
装
・
外
構
・
緑

化
施
設
・
駐
車
場
・
駐
輪
場
・

広
告
塔
・
屋
外
配
管
用
設
備

な
ど

機
械
・

装
置

土
木
建
設
機
械
・
電
気
機
械

な
ど
の
各
種
産
業
用
機
械
・

太
陽
光
発
電
設
備

　な
ど

車
両
・

運
搬
具

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
な
ど
の
大

型
特
殊
自
動
車
・	

構
内
運
搬

具

　な
ど

工
具
・

器
具
・

備
品

事
務
机
・
椅
子
・
レ
ジ
・	

パ

ソ
コ
ン
・
医
療
機
器
・
事
務

機
器
・
エ
ア
コ
ン

　な
ど
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令
和
５
年
度
に
小
中
学
校
に
入

学
す
る
お
子
さ
ん
が
い
る
家
庭

で
、
経
済
的
に
お
困
り
の
保
護
者

の
方
に
、
新
入
学
準
備
費
の
支
給

を
入
学
前
の
３
月
に
行
い
ま
す
。

対
象
者
・
申
請
方
法

対
象
者

　
次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
あ
て

は
ま
る
方

・
収
入
が
少
な
く
経
済
的
に
お
困

り
で
、
認
定
基
準
の
範
囲
内
の
方

（
認
定
基
準
の
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

・
生
活
保
護
が
停
止
ま
た
は
廃
止

と
な
っ
た
方

・
市
民
税
が
減
免
ま
た
は
非
課
税

と
な
っ
た
方

・
国
民
年
金
保
険
料
、
国
民
健
康

保
険
税
が
減
免
ま
た
は
猶
予
さ
れ

た
方

・
児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る

方申
請
方
法

　
次
の
①
か
ら
⑤
を
持
参
し
、
１

月
31
日
㈫
ま
で
に
学
校
教
育
課
へ

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

①
就
学
援
助
認
定
申
請
書
・
世
帯

票（
学
校
教
育
課
で
配
布
）

②
窓
口
に
来
ら
れ
る
方
の
身
分
を

証
明
で
き
る
書
類（
運
転
免
許
証

な
ど
）

③
振
込
先
が
わ
か
る
も
の（
通
帳

な
ど
）

④
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
さ
れ
て

い
る
方
は
、
証
書
、
決
定
通
知
な

ど
を
ご
提
示
い
た
だ
く
か
、
コ
ピ

ー
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

⑤
令
和
４
年
１
月
１
日
に
、
鶴
ヶ

島
市
で
住
民
登
録
を
し
て
い
な
か

っ
た
方
は
、
令
和
４
年
度
課
税
証

明
書
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
が
必
要
で
す（
16
歳
以
上
の
同

居
者
全
員
分
）。

支
給
額
・
支
給
日
な
ど

支
給
額

小
学
校
５
万
４
０
６
０
円

中
学
校
６
万
円

支
給
日

令
和
５
年
３
月
予
定

支
給
方
法

保
護
者
の
口
座
に
振
込
み
ま
す
。

そ
の
他

　
新
入
学
準
備
費
は
、
就
学
援
助

制
度
に
よ
る
支
給
で
す
。
す
で
に

令
和
４
年
度
就
学
援
助
認
定
と
な

っ
て
い
る
世
帯
は
、
あ
ら
た
め
て

申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。詳細はこちら

新入学準備費の入学前支給を行います

問合先　学校教育課学務担当

　
市
で
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日

付
け
で
採
用
予
定
の
市
職
員
の
採

用
試
験
を
行
い
ま
す
。

採
用
職
種
・
人
数

一
般
行
政
職（
事
務
） 

若
干
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

一
般
行
政
職（
土
木
） 

若
干
名

一
般
行
政
職（
福
祉
） 

若
干
名

一
般
行
政
職（
学
芸
員
） 

若
干
名

一
般
行
政
職（
障
害
者
対
象
） 若
干
名

受
験
資
格
　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
込
方
法
　
12
月
１
日
㈭
か
ら
９

日
㈮
ま
で
に
人
事
課
へ
直
接
ま
た

は
郵
送

※
　
郵
送
の
場
合
は
期
間
内
必
着

第
１
次
試
験
日
　
１
月
８
日
㈰

※
　
採
用
試
験
案
内
、
申
込
書
類

は
市
役
所
で
配
布
し
て
い
る
ほ

か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

詳細はこちら

農業委員、農地利用最適化推進委員の募集

問合先　産業振興課農政担当、農業委員会事務局

　
農
業
委
員
、
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
の
任
期
が
令
和
５
年
４

月
29
日
で
満
了
と
な
る
た
め
、
委

員
の
募
集
を
し
て
い
ま
す
。

① 

農
業
委
員

内
容
　
農
地
法
の
許
認
可
に
関
す

る
審
議
な
ど

定
員
　
９
人

資
格
　
農
業
に
識
見
の
あ
る
農
業

者
・
農
業
関
係
者
な
ど
、
ま
た
は

農
地
法
や
農
業
行
政
に
精
通
し
農

業
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
利
害
関

係
を
有
し
な
い
方

任
期
　
令
和
５
年
４
月
30
日
か
ら

令
和
8
年
４
月
29
日
ま
で

② 

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

内
容
　
農
地
利
用
の
集
積
・
集
約

化
、
耕
作
放
棄
地
の
発
生
防
止
・

解
消
な
ど

定
員
　
５
人

資
格
　
農
業
に
識
見
の
あ
る
農
業

者
・
農
業
関
係
者
な
ど

任
期
　
令
和
５
年
5
月
1
日
か
ら

令
和
8
年
４
月
29
日
ま
で

　
各
委
員
の
応
募
・
推
薦
に
必
要

な
書
類
は
産
業
振
興
課
、
農
業
委

員
会
事
務
局
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
入
手
で
き
ま
す
。

申
込
期
間
・
方
法

１
月
10
日
㈫
ま
で
に
①
産
業
振
興

課
農
政
担
当
、
②
農
業
委
員
会
事

務
局
に
直
接
ま
た
は
郵
送（
必
着
）

〒
３
５
０
―
２
２
９
２（
住
所
不

要
）

鶴ヶ島市職員募集

問合先　人事課人事担当
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市政情報

１
　
変
更
す
る
通
学
区
域

　
南
中
学
校
区
の
鶴
ヶ
丘
地
区

（
左
図
の
と
お
り
）

図
中
①
の
現
在
鶴
ヶ
島
第
二
小
学

校
か
ら
南
中
学
校
に
進
学
す
る
地

域
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

藤
中
学
校
の
通
学
区
域
に
な
り
ま

す
。

※
　
令
和
４
年
度
に
南
中
学
校
に

就
学
中
の
１・２
年
生
の
生
徒
は
、

卒
業
ま
で
南
中
学
校
と
な
り
ま
す

（
手
続
き
不
要
）

２
　
通
学
区
域
の
一
部
変
更
に
伴

う
経
過
措
置

　
今
回
の
変
更
に
伴
う
経
過
措
置

と
し
て
、
当
分
の
間
、
関
係
す
る

生
徒
の
指
定
校
は
、
次
の
と
お
り

変
更
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑴
経
過
措
置

・
図
中
①
に
居
住
す
る
鶴
ヶ
島
第

二
小
学
校
の
卒
業
生（
対
象
は
令

和
４
年
度
か
ら
令
和
9
年
度
の
卒

業
）が
、
南
中
学
校
へ
入
学
を
希

望
す
る
場
合
は
、
指
定
校
を
藤
中

学
校
か
ら
南
中
学
校
へ

変
更
で
き
ま
す
。

・
図
中
①
に
居
住
す
る

南
中
学
校
の
生
徒（
対

象
は
令
和
４
年
度
に
就

学
中
の
１・
２
年
生
）

が
、
藤
中
学
校
へ
の
転

学
を
希
望
す
る
場
合

は
、
指
定
校
を
南
中
学

校
か
ら
藤
中
学
校
へ
変

更
で
き
ま
す
。

⑵
必
要
な
手
続
き

　
経
過
措
置
に
よ
る
指

定
校
の
変
更
を
希
望
す

る
場
合
は
、
12
月
23
日

㈮
ま
で
に
学
校
教
育
課

で
手
続
を
お
願
い
し
ま

す
。

令和5年4月1日から中学校の通学区域が一部変更されます

問合先　学校教育課学務担当

①
非
課
税
世
帯

　
対
象
と
思
わ
れ
る
世
帯
に
、「
給

付
金
支
給
要
件
確
認
書
」
を
11
月

28
日
㈪
か
ら
順
次
送
付
し
ま
す
。

同
封
の
記
入
例
を
参
考
に
対
象
要

件
に
合
致
す
る
こ
と
を
確
認
の

上
、
返
信
し
て
く
だ
さ
い
。

②
家
計
急
変
世
帯

　
11
月
28
日
㈪
か
ら
受
付
を
開
始

し
ま
す
。申
請
が
必
要
で
す
の
で
、

申
請
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い
た
だ
く
か
、

担
当
窓
口
で
配
付
し
て
い
る
も
の

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

支
給
額

　
１
世
帯
当
た
り
５
万
円（
１
世

帯
１
回
限
り
、
①
、
②
の
重
複
受

給
は
で
き
ま
せ
ん
）

申
請
期
限

　
１
月
31
日
㈫
ま
で

提
出
先
・
問
合
先

　
福
祉
政
策
課
給
付
金
担
当

ご存じですか？スクールゾーン

問合先　生活環境課交通安全・防犯担当

　
市
内
に
は
、
通
学
路
に
お
け
る

児
童
の
安
全
を
守
る
た
め
に
、
ス

ク
ー
ル
ゾ
ー
ン
が
設
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
ス
ク
ー
ル
ゾ
ー
ン
内
の
道
路
で

は
、
時
間
帯
に
よ
っ
て
車
両
の
通

行
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
通
行

禁
止
時
間
帯
は
、
許
可
車
を
除
く

自
動
車
・
バ
イ
ク
な
ど
の
一
般
車

両
は
通
行
で
き
ま
せ
ん
。
※
　
歩

行
者
・
自
転
車
専
用
道
路
と
な
り

ま
す

　
ス
ク
ー
ル
ゾ
ー
ン
に
お
け
る
時

間
帯
通
行
規
制
は
、
夏
休
み
や
冬

休
み
な
ど
学
校
の
長
期
休
業
中
も

対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
く
れ
ぐ

れ
も
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
付
近
に
自
宅
、
勤
務
先
、

駐
車
場
が
あ
る
な
ど
規
制
時
間
帯

に
や
む
を
得
ず
規
制
箇
所
を
通
行

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、

警
察
署
発
行
の
通
行
許
可
証
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
※
　
地
元
の
方

で
も
許
可
が
な
け
れ
ば
違
反
と
な

り
ま
す

　
時
間
帯
通
行
規
制
が
設
定
さ
れ

て
い
る
道
路
の
進
入
口
に
は
、
警

察
に
よ
り
標
識
が
設
置
さ
れ
て
い

ま
す
。
運
転
の
際
は
、
標
識
や
路

面
標
示
の
有
無
を
確
認
し
て
い
た

だ
き
、
表
示
さ
れ
た
時
間
内
は
通

行
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

「電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金」について

問合先　福祉政策課給付金担当

藤中学校区

南中学校区

【令和5年4月1日から変更する地域】

変更前：鶴ヶ島第二小学校➡︎南中学校
変更後：鶴ヶ島第二小学校➡︎藤中学校

1
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１
　
変
更
す
る
通
学
区
域

　
南
中
学
校
区
の
鶴
ヶ
丘
地
区

（
左
図
の
と
お
り
）

図
中
①
の
現
在
鶴
ヶ
島
第
二
小
学

校
か
ら
南
中
学
校
に
進
学
す
る
地

域
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

藤
中
学
校
の
通
学
区
域
に
な
り
ま

す
。

※
　
令
和
４
年
度
に
南
中
学
校
に

就
学
中
の
１・２
年
生
の
生
徒
は
、

卒
業
ま
で
南
中
学
校
と
な
り
ま
す

（
手
続
き
不
要
）

２
　
通
学
区
域
の
一
部
変
更
に
伴

う
経
過
措
置

　
今
回
の
変
更
に
伴
う
経
過
措
置

と
し
て
、
当
分
の
間
、
関
係
す
る

生
徒
の
指
定
校
は
、
次
の
と
お
り

変
更
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑴
経
過
措
置

・
図
中
①
に
居
住
す
る
鶴
ヶ
島
第

二
小
学
校
の
卒
業
生（
対
象
は
令

和
４
年
度
か
ら
令
和
9
年
度
の
卒

業
）が
、
南
中
学
校
へ
入
学
を
希

望
す
る
場
合
は
、
指
定
校
を
藤
中

学
校
か
ら
南
中
学
校
へ

変
更
で
き
ま
す
。

・
図
中
①
に
居
住
す
る

南
中
学
校
の
生
徒（
対

象
は
令
和
４
年
度
に
就

学
中
の
１・
２
年
生
）

が
、
藤
中
学
校
へ
の
転

学
を
希
望
す
る
場
合

は
、
指
定
校
を
南
中
学

校
か
ら
藤
中
学
校
へ
変

更
で
き
ま
す
。

⑵
必
要
な
手
続
き

　
経
過
措
置
に
よ
る
指

定
校
の
変
更
を
希
望
す

る
場
合
は
、
12
月
23
日

㈮
ま
で
に
学
校
教
育
課

で
手
続
を
お
願
い
し
ま

す
。

令和5年4月1日から中学校の通学区域が一部変更されます

問合先　学校教育課学務担当

①
非
課
税
世
帯

　
対
象
と
思
わ
れ
る
世
帯
に
、「
給

付
金
支
給
要
件
確
認
書
」
を
11
月

28
日
㈪
か
ら
順
次
送
付
し
ま
す
。

同
封
の
記
入
例
を
参
考
に
対
象
要

件
に
合
致
す
る
こ
と
を
確
認
の

上
、
返
信
し
て
く
だ
さ
い
。

②
家
計
急
変
世
帯

　
11
月
28
日
㈪
か
ら
受
付
を
開
始

し
ま
す
。申
請
が
必
要
で
す
の
で
、

申
請
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い
た
だ
く
か
、

担
当
窓
口
で
配
付
し
て
い
る
も
の

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

支
給
額

　
１
世
帯
当
た
り
５
万
円（
１
世

帯
１
回
限
り
、
①
、
②
の
重
複
受

給
は
で
き
ま
せ
ん
）

申
請
期
限

　
１
月
31
日
㈫
ま
で

提
出
先
・
問
合
先

　
福
祉
政
策
課
給
付
金
担
当

ご存じですか？スクールゾーン

問合先　生活環境課交通安全・防犯担当

　
市
内
に
は
、
通
学
路
に
お
け
る

児
童
の
安
全
を
守
る
た
め
に
、
ス

ク
ー
ル
ゾ
ー
ン
が
設
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
ス
ク
ー
ル
ゾ
ー
ン
内
の
道
路
で

は
、
時
間
帯
に
よ
っ
て
車
両
の
通

行
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
通
行

禁
止
時
間
帯
は
、
許
可
車
を
除
く

自
動
車
・
バ
イ
ク
な
ど
の
一
般
車

両
は
通
行
で
き
ま
せ
ん
。
※
　
歩

行
者
・
自
転
車
専
用
道
路
と
な
り

ま
す

　
ス
ク
ー
ル
ゾ
ー
ン
に
お
け
る
時

間
帯
通
行
規
制
は
、
夏
休
み
や
冬

休
み
な
ど
学
校
の
長
期
休
業
中
も

対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
く
れ
ぐ

れ
も
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
付
近
に
自
宅
、
勤
務
先
、

駐
車
場
が
あ
る
な
ど
規
制
時
間
帯

に
や
む
を
得
ず
規
制
箇
所
を
通
行

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、

警
察
署
発
行
の
通
行
許
可
証
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
※
　
地
元
の
方

で
も
許
可
が
な
け
れ
ば
違
反
と
な

り
ま
す

　
時
間
帯
通
行
規
制
が
設
定
さ
れ

て
い
る
道
路
の
進
入
口
に
は
、
警

察
に
よ
り
標
識
が
設
置
さ
れ
て
い

ま
す
。
運
転
の
際
は
、
標
識
や
路

面
標
示
の
有
無
を
確
認
し
て
い
た

だ
き
、
表
示
さ
れ
た
時
間
内
は
通

行
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

「電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金」について

問合先　福祉政策課給付金担当

藤中学校区

南中学校区

【令和5年4月1日から変更する地域】

変更前：鶴ヶ島第二小学校➡︎南中学校
変更後：鶴ヶ島第二小学校➡︎藤中学校
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マイナンバーカードを作りませんか？

問合先　市民課住民記録担当

マイナンバーカードを12月末までに申請した人が対象です。申請はお早めに！

※　市役所、若葉駅前出張所の窓口で、印鑑登録証明書を取得する
ためには印鑑登録証が必要です

『証明書の取得方法』を紹介します（一部抜粋） 

⑤証明書の印刷
※　印刷された証明書は、交換・返
金ができません

②マイナンバーカードの読み取り

③暗証番号の入力
マイナンバーカードの交付時に設定した
暗証番号を入力し、本人確認を行います。

④証明書の選択・入金
案内にそって、証明書
の選択、必要部数の選
択をし、証明書の交付
手数料をお金の投入口
に入金します。

利用時間　6時30分～23時（年末年始も利用できます。メンテナンス日を除く）
取扱店舗　マルチコピー機の設置してある全国のコンビニエンスストアなど
手 数 料　200円
取得できる証明　住民票の写し、印鑑登録証明書、住民票記載事項証明書、課税証明書、納税証明書（市県民税証明のみ）

市役所、若葉駅前出張所では、申請サポートを実施しています。

企業などに出向いて、マイナンバーカードの申請のお手伝いを
行う出張申請を受付しています。

市　役　所 平日の8時30分～16時30分

若葉駅前出張所 9時～17時
（出張所は土・日曜日も行っています）

詳細はこちら

①マルチコピー機の画面操作（行政サービス▲ 同意する）

最大20000円のポイントがもらえるマイナポイント

マイナンバーカードを利用した『コンビニ交付』をご利用ください

出張申請を行います

持　本人確認書類（運転免許証などの顔写真付き
のものか、保険証、年金手帳など2点）

会　場 日　時
カインズ鶴ヶ島店 12月4日（日）10時～15時
ヤオコー鶴ヶ島店
（鶴ヶ丘地内） 12月11日（日）10時～15時
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犯罪のないまちを目指して

問合先　生活環境課交通安全・防犯担当

冬の交通事故防止運動を実施します

問合先　生活環境課交通安全・防犯担当

　
犯
罪
は
、
常
に
私
た
ち
の
す
ぐ

そ
ば
に
潜
ん
で
い
ま
す
。
私
た
ち

一
人
ひ
と
り
の
心
掛
け
や
対
策
に

よ
っ
て
、
被
害
を
防
ぐ
こ
と
が
で

き
る
も
の
も
多
く
あ
り
ま
す
。「
自

分
は
大
丈
夫
」
と
過
信
せ
ず
、
一

人
ひ
と
り
が
防
犯
意
識
を
高
く
持

ち
、
犯
罪
を
許
さ
な
い
と
い
う
地

域
の
目
を
光
ら
せ
、
犯
罪
に
強
い

ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
し
ょ

う
。

地
域
で
作
る
犯
罪
に
強
い
ま
ち

　
私
た
ち
が
住
む
地
域
に
は
、
犯

罪
を
防
ぐ
た
め
に
様
々
な
活
動
を

行
っ
て
い
る
地
域
防
犯
推
進
委
員

が
い
ま
す
。
自
治
会
か
ら
の
推
薦

に
よ
り
西
入
間
地
区
防
犯
協
会
お

よ
び
西
入
間
警
察
署
か
ら
委
嘱
を

受
け
、「
地
域
の
安
全
は
地
域
で

守
る
」
と
い
う
意
識
の
も
と
、
警

察
や
市
と
連
携
し
な
が
ら
、
防
犯

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や
青
色
防
犯
パ
ト

ロ
ー
ル
活
動
な
ど
に
積
極
的
に
参

加
し
て
い
た
だ
き
、
地
域
住
民
か

ら
の
要
望
な
ど
の
と
り
ま
と
め
や

情
報
伝
達
な
ど
、
様
々
な
防
犯
活

動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
犯
罪
を
起

こ
さ
せ
な
い
、
犯
罪
者
が
入
り
込

め
な
い
ま
ち
を
皆
さ
ん
で
作
り
ま

し
ょ
う
。
今
後
も
防
犯
活
動
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
年
末
年
始
が
近
づ
く
と
、
人
や

車
の
動
き
が
慌
た
だ
し
く
な
り
、

交
通
事
故
の
多
発
が
心
配
さ
れ
ま

す
。
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、
正
し

い
交
通
マ
ナ
ー
を
習
慣
づ
け
、
交

通
事
故
を
防
止
し
ま
し
ょ
う
。

年
末
年
始
・
夜
間
は
特
に
注
意
！

　
運
転
中
の
焦
り
や
ち
ょ
っ
と
し

た
気
の
緩
み
が
、
重
大
な
事
故
を

引
き
起
こ
す
要
因
に
な
り
ま
す
。

慌
た
だ
し
い
時
期
だ
か
ら
こ
そ
、

気
持
ち
を
落
ち
着
か
せ
、
時
間
に

余
裕
を
持
っ
た
行
動
を
心
掛
け
ま

し
ょ
う
。
夜
間
は
特
に
注
意
深
く

安
全
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。

飲
酒
し
た
ら
歩
行
者
も
注
意
を

　
自
転
車
も
車
両
で
す
。
お
酒
を

飲
ん
だ
ら
絶
対
に
運
転
し
て
は
い

け
ま
せ
ん
。
自
分
だ
け
で
な
く
、

お
酒
を
飲
ん
だ
全
員
が
正
し
い
交

通
手
段
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。
ま

た
、
道
路
を
歩
行
す
る
際
は
歩
道

を
歩
き
、
横
断
す
る
際
は
手
を
挙

げ
て
横
断
歩
道
を
渡
り
ま
し
ょ

う
。
酔
っ
て
路
上
で
寝
込
ん
で
し

ま
う
と
死
亡
事
故
に
つ
な
が
り
危

険
で
す
。絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

二
輪
車
の
交
通
事
故
防
止
を

　
誰
で
も
手
軽
に
乗
車
で
き
る
自

転
車
で
す
が
、
秋・冬
季
は
、
春・

夏
季
に
比
べ
事
故
の
件
数
が
２
倍

防
犯
表
彰
を
受
賞
し
ま
し
た

　
振
り
込
め
詐
欺
撲
滅
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
や
市
民
青
色
防
犯
パ
ト
ロ
ー

ル
を
は
じ
め
と
し
た
各
種
防
犯
活

動
に
、
長
年
尽
力
さ
れ
た
功
績
が

た
た
え
ら
れ
、
本
市
か
ら
２
名
お

よ
び
１
団
体
が
表
彰
を
受
け
ま
し

た
。

全
国
防
犯
栄
誉
金
賞

　
佐さ

藤と
う

　
丈た
け
弘ひ
ろ
さ
ん

地
域
安
全
功
労
者
表
彰

　
森も
り
田た

　
一か
ず
功よ
し
さ
ん 

　
富
士
見
自
治
会

犯
罪
情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す 

　
緊
急
性
の
あ
る
重
要
な
犯
罪
情

報
や
、
振
り
込
め
詐
欺
な
ど
の
特

殊
詐
欺
と
思
わ
れ
る
予
兆
電
話
が

多
く
か
か
っ
て
く
る
な
ど
、
市
内

で
被
害
が
発
生
し
そ
う
な
場
合

は
、
迅
速
に
、
か
つ
広
域
に
注
意

喚
起
を
促
す
必
要
が
あ
る
た
め
、

防
災
行
政
無
線
を
活
用
し
情
報
提

供
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
お
よ
び
ツ
イ
ッ
タ
ー
で

も
不
審
者
情
報
や
特
殊
詐
欺
情
報

な
ど
を
配
信
し
て
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

に
増
加
し
ま
す
。
ま
た
、
ひ
と
た

び
事
故
が
起
こ
れ
ば
、
被
害
者
だ

け
で
な
く
加
害
者
に
も
な
り
得
ま

す
。
自
転
車
や
バ
イ
ク
に
乗
車
す

る
際
は
必
ず
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用

し
、
交
差
点
で
の
信
号
や
一
時
停

止
の
遵
守
と
安
全
確
認
を
徹
底
し

ま
し
ょ
う
。
早
め
の
ラ
イ
ト
点
灯

や
周
囲
か
ら
見
え
や
す
い
明
る
い

色
の
服
装
の
着
用
、
反
射
材
の
利

用
な
ど
で
安
全
を
心
掛
け
ま
し
ょ

う
。

交
通
事
故
防
止
運
動

実
施
期
間

　
12
月
１
日
㈭
～
14
日
㈬

市
運
動
重
点

　
薄
暮
時
の
早
め
の
点
灯
運
転
推

進街
頭
指
導

　
チ
ラ
シ
や
啓
発
品
な
ど
を
配
布

し
な
が
ら
交
通
安
全
を
呼
び
掛
け

ま
す
。

日
時
　
12
月
６
日
㈫
14
時
～

場
所
　
ワ
カ
バ
ウ
ォ
ー
ク

佐藤　丈弘さん
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犯罪のないまちを目指して

問合先　生活環境課交通安全・防犯担当

冬の交通事故防止運動を実施します

問合先　生活環境課交通安全・防犯担当

　
犯
罪
は
、
常
に
私
た
ち
の
す
ぐ

そ
ば
に
潜
ん
で
い
ま
す
。
私
た
ち

一
人
ひ
と
り
の
心
掛
け
や
対
策
に

よ
っ
て
、
被
害
を
防
ぐ
こ
と
が
で

き
る
も
の
も
多
く
あ
り
ま
す
。「
自

分
は
大
丈
夫
」
と
過
信
せ
ず
、
一

人
ひ
と
り
が
防
犯
意
識
を
高
く
持

ち
、
犯
罪
を
許
さ
な
い
と
い
う
地

域
の
目
を
光
ら
せ
、
犯
罪
に
強
い

ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
し
ょ

う
。

地
域
で
作
る
犯
罪
に
強
い
ま
ち

　
私
た
ち
が
住
む
地
域
に
は
、
犯

罪
を
防
ぐ
た
め
に
様
々
な
活
動
を

行
っ
て
い
る
地
域
防
犯
推
進
委
員

が
い
ま
す
。
自
治
会
か
ら
の
推
薦

に
よ
り
西
入
間
地
区
防
犯
協
会
お

よ
び
西
入
間
警
察
署
か
ら
委
嘱
を

受
け
、「
地
域
の
安
全
は
地
域
で

守
る
」
と
い
う
意
識
の
も
と
、
警

察
や
市
と
連
携
し
な
が
ら
、
防
犯

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や
青
色
防
犯
パ
ト

ロ
ー
ル
活
動
な
ど
に
積
極
的
に
参

加
し
て
い
た
だ
き
、
地
域
住
民
か

ら
の
要
望
な
ど
の
と
り
ま
と
め
や

情
報
伝
達
な
ど
、
様
々
な
防
犯
活

動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
犯
罪
を
起

こ
さ
せ
な
い
、
犯
罪
者
が
入
り
込

め
な
い
ま
ち
を
皆
さ
ん
で
作
り
ま

し
ょ
う
。
今
後
も
防
犯
活
動
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
年
末
年
始
が
近
づ
く
と
、
人
や

車
の
動
き
が
慌
た
だ
し
く
な
り
、

交
通
事
故
の
多
発
が
心
配
さ
れ
ま

す
。
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、
正
し

い
交
通
マ
ナ
ー
を
習
慣
づ
け
、
交

通
事
故
を
防
止
し
ま
し
ょ
う
。

年
末
年
始
・
夜
間
は
特
に
注
意
！

　
運
転
中
の
焦
り
や
ち
ょ
っ
と
し

た
気
の
緩
み
が
、
重
大
な
事
故
を

引
き
起
こ
す
要
因
に
な
り
ま
す
。

慌
た
だ
し
い
時
期
だ
か
ら
こ
そ
、

気
持
ち
を
落
ち
着
か
せ
、
時
間
に

余
裕
を
持
っ
た
行
動
を
心
掛
け
ま

し
ょ
う
。
夜
間
は
特
に
注
意
深
く

安
全
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。

飲
酒
し
た
ら
歩
行
者
も
注
意
を

　
自
転
車
も
車
両
で
す
。
お
酒
を

飲
ん
だ
ら
絶
対
に
運
転
し
て
は
い

け
ま
せ
ん
。
自
分
だ
け
で
な
く
、

お
酒
を
飲
ん
だ
全
員
が
正
し
い
交

通
手
段
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。
ま

た
、
道
路
を
歩
行
す
る
際
は
歩
道

を
歩
き
、
横
断
す
る
際
は
手
を
挙

げ
て
横
断
歩
道
を
渡
り
ま
し
ょ

う
。
酔
っ
て
路
上
で
寝
込
ん
で
し

ま
う
と
死
亡
事
故
に
つ
な
が
り
危

険
で
す
。絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

二
輪
車
の
交
通
事
故
防
止
を

　
誰
で
も
手
軽
に
乗
車
で
き
る
自

転
車
で
す
が
、
秋・冬
季
は
、
春・

夏
季
に
比
べ
事
故
の
件
数
が
２
倍

防
犯
表
彰
を
受
賞
し
ま
し
た

　
振
り
込
め
詐
欺
撲
滅
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
や
市
民
青
色
防
犯
パ
ト
ロ
ー

ル
を
は
じ
め
と
し
た
各
種
防
犯
活

動
に
、
長
年
尽
力
さ
れ
た
功
績
が

た
た
え
ら
れ
、
本
市
か
ら
２
名
お

よ
び
１
団
体
が
表
彰
を
受
け
ま
し

た
。

全
国
防
犯
栄
誉
金
賞

　
佐さ

藤と
う

　
丈た
け
弘ひ
ろ
さ
ん

地
域
安
全
功
労
者
表
彰

　
森も
り
田た

　
一か
ず
功よ
し
さ
ん 

　
富
士
見
自
治
会

犯
罪
情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す 

　
緊
急
性
の
あ
る
重
要
な
犯
罪
情

報
や
、
振
り
込
め
詐
欺
な
ど
の
特

殊
詐
欺
と
思
わ
れ
る
予
兆
電
話
が

多
く
か
か
っ
て
く
る
な
ど
、
市
内

で
被
害
が
発
生
し
そ
う
な
場
合

は
、
迅
速
に
、
か
つ
広
域
に
注
意

喚
起
を
促
す
必
要
が
あ
る
た
め
、

防
災
行
政
無
線
を
活
用
し
情
報
提

供
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
お
よ
び
ツ
イ
ッ
タ
ー
で

も
不
審
者
情
報
や
特
殊
詐
欺
情
報

な
ど
を
配
信
し
て
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

に
増
加
し
ま
す
。
ま
た
、
ひ
と
た

び
事
故
が
起
こ
れ
ば
、
被
害
者
だ

け
で
な
く
加
害
者
に
も
な
り
得
ま

す
。
自
転
車
や
バ
イ
ク
に
乗
車
す

る
際
は
必
ず
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用

し
、
交
差
点
で
の
信
号
や
一
時
停

止
の
遵
守
と
安
全
確
認
を
徹
底
し

ま
し
ょ
う
。
早
め
の
ラ
イ
ト
点
灯

や
周
囲
か
ら
見
え
や
す
い
明
る
い

色
の
服
装
の
着
用
、
反
射
材
の
利

用
な
ど
で
安
全
を
心
掛
け
ま
し
ょ

う
。

交
通
事
故
防
止
運
動

実
施
期
間

　
12
月
１
日
㈭
～
14
日
㈬

市
運
動
重
点

　
薄
暮
時
の
早
め
の
点
灯
運
転
推

進街
頭
指
導

　
チ
ラ
シ
や
啓
発
品
な
ど
を
配
布

し
な
が
ら
交
通
安
全
を
呼
び
掛
け

ま
す
。

日
時
　
12
月
６
日
㈫
14
時
～

場
所
　
ワ
カ
バ
ウ
ォ
ー
ク

佐藤　丈弘さん



18

石油ストーブの燃料缶のふたのゆるみから灯油が漏れ、火が燃え移ると火災が発生し
ます。また、寝ている間に電気ストーブから布団に着火した火災も発生します。今
一度、暖房器具の取扱説明書に目を通していただき、正しい取り扱いをお願いします。

【給油時の注意点】
・石油ストーブの燃料缶のふたはきっちり閉めましょう。
・石油ストーブの燃料は灯油です。ガソリンを入れないでください。
・火をつけたままの給油は危険です。火を消してから給油してください。	
【暖房器具使用時の注意点】
・暖房器具の周りに燃えやすいものを置いたり、洗濯物を干さないでください。
・火のついたまま、暖房器具を移動しないでください。
・寝るとき、部屋を離れるときは暖房器具の火を消してください。
※　新型コロナウイルス感染症予防のため、消毒用アルコールを使用する機会が多くなると考えられます。石油ストー
ブなどの火気を伴う暖房器具の近くで使用したり、手指の消毒直後に近づけないでください。アルコールは揮発生が高
く、引火する恐れがありますので気をつけましょう

消防情報119番トピックス

問合先　坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部☎︎281・3119

救命講習会（1月～3月）

対　市内または坂戸市在住在勤在学の中学生以上の方

内　【普通救命】	心肺蘇生法（成人）および大出血時の止血
法	【上級救命】心肺蘇生法（成人、小児、乳児、新生児）、
大出血時の止血法、傷病者の管理法、手当の要領および
搬送法	

料　無料　他　駐車場には限りがあります	
申	問　12月13日（火）から消防本部警防課救急担当へ
☎︎281・3116（土・日曜日、祝日を除く8時30分から17
時まで）

暖房器具の取り扱いに注意 消防本部予防課☎︎281・3117

防火対象物の使用開始の届出をしてください 消防本部予防課☎︎281・3117

建物やテナントとして建物の一部を使用して事業を始める方は、消防本部に届け出る必要があります。

Q  いつ届け出るの？
A 	使用開始の７日前までに	
Q  誰が出すの？
A 	建物を使用する方、テナントの場合は入居する方に届
け出する義務があります。設備業者、工事業者などが
代理で届け出に来ていただいても大丈夫です。

Q  どんなとき届け出するの？
A 	建物を新築したとき、増改築したとき、建物の用途や
テナントを変更したとき
（例）事務所→飲食店、住宅→福祉施設
Q  必要な書類は？
A 	防火対象物使用開始（変更）届出書
（組合HPからダウンロード可能）
※　案内図、配置図、各階平面図（消火器などの設備
を記載）、その他必要な書類を正副2部	

Q  どこに出すの？
A 	坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部予防課
Q  なぜ届出が必要なの？
A 	建物の使用状況を把握し、必要な消防設備が適正に設
置されているかを事前に確認し、建物の安全性を確保
するため。

建物の増改築などに注意！

消防法に基づく事業所などの立入検査で建物の増改
築や用途変更が判明し、新たに消防用設備が必要に
なる例が後を絶ちません。こうした場合、事業主の
費用負担が莫大になるだけでなく、人命危険が増大
する恐れもあります。事前に建築関係機関および消
防本部にご相談ください。

種　別 月　日 場　所 定員（申込順） 時　間

普通救命講習
1月18日（水） 坂戸消防署 15人

9時～12時
2月19日（日） 鶴ヶ島消防署 10人

上級救命講習 3月10日（金） 坂戸消防署 15人 9時～17時
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市政情報

令和5・6年度競争入札参加資格審査申請の受付

問合先　各問合先

　
次
の
団
体
が
発
注
す
る
建
設
工

事
、
設
計
・
調
査
・
測
量
、
物
品
・

そ
の
他
の
業
務
委
託
な
ど
の
入
札

ま
た
は
見
積
り
に
参
加
し
よ
う
と

す
る
事
業
者
は
、
競
争
入
札
参
加

資
格
審
査
の
申
請
を
し
て
、
資
格

者
名
簿
に
登
載
さ
れ
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

　
こ
の
資
格
者
名
簿
に
よ
り
事
業

者
を
選
定
し
ま
す
。
登
録
を
希
望

す
る
事
業
者
は
、
次
の
と
お
り
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

坂戸・鶴ヶ島
消防組合

坂戸、鶴ヶ島
下水道組合

坂戸、鶴ヶ島
水道企業団

受付期間 1月10日（火）～31日（火）
※　消印有効

提出方法 郵送のみ
（簡易書留など配達が確認できる方法、持参不可）

申請要領 消防組合HPから
ダウンロード

下水道組合HPから
ダウンロード

水道企業団HPから
ダウンロード

提出先
坂戸・鶴ヶ島消防組合
管理課管理担当（〒350-0221
坂戸市鎌倉町16-16）

坂戸、鶴ヶ島下水道組合
総務課（〒350-0214坂戸市千代
田1-1-16）

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
財務課経営企画担当（〒350-
0214坂戸市千代田1-1-16）

問合先 消防組合管理課管理担当
☎︎281・3120

下水道組合総務課
☎︎283・2051

水道企業団財務課経営企画担当
☎︎283・2080

水道メーターなどを寒さから守ろう

問合先　坂戸、鶴ヶ島水道企業団☎︎283・1953

アンケート調査に
ご協力ください
問合先　介護保険課介護保険担当

　
寒
さ
の
厳
し
い
季
節
に
な
る

と
、
水
道
メ
ー
タ
ー
な
ど
が
凍
結

し
、
破
損
し
や
す
く
な
り
ま
す
の

で
、
次
の
こ
と
を
参
考
に
し
て
く

だ
さ
い
。

○
水
道
メ
ー
タ
ー
の
保
温
は
、
メ

ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
中
に
発
泡
ス

チ
ロ
ー
ル
な
ど
を
入
れ
る

○
露
出
し
た
水
道
管
は
、
布
な
ど

を
巻
い
て
保
温
し
、
上
か
ら
ビ
ニ

ー
ル
や
テ
ー
プ
を
巻
き
つ
け
る

○
凍
結
し
た
と
き
は
、
ぬ
る
ま
湯

で
徐
々
に
溶
か
す

○
家
を
数
日
留
守
に
す
る
場
合

は
、
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内
に
あ

る
丙
止
水
栓
を
必
ず
閉
め
る

〇
破
損
し
た
と
き
は
、
メ
ー
タ
ー

ボ
ッ
ク
ス
内
に
あ
る
丙
止
水
栓
を

閉
め
、
破
損
箇
所
に
布
か
テ
ー
プ

を
巻
い
て
応
急
処
置
を
し
、
指
定

給
水
装
置
工
事
事
業
者
に
修
理

を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、　

　
市
で
は
、
高
齢
者
福
祉
計
画
・

第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画（
令

和
６
年
度
～
令
和
８
年
度
）の
策

定
に
向
け
、
高
齢
者
や
そ
の
家
族

が
必
要
と
し
て
い
る
介
護
サ
ー
ビ

ス
や
、
地
域
ご
と
の
課
題
な
ど
を

把
握
す
る
た
め
、
65
歳
以
上
の
方

か
ら
調
査
対
象
者
３
０
０
０
人
を

メ
ー
タ
ー
の
破
損
は
水
道
企
業
団

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

水
道
使
用
開
始
・
中
止
の
届
出
に

つ
い
て

　
次
の
よ
う
な
場
合
は
３
日
前
ま

で
に
、
必
ず
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

①
新
た
に
水
道
を
使
い
始
め
る
と

き②
部
屋
の
工
事
、
清
掃
な
ど
で
一

時
的
に
水
道
を
使
い
始
め
る
と
き

③
引
っ
越
し
、
長
期
不
在
な
ど
で

水
道
を
止
め
る
と
き

受
付
時
間

　
月
～
金
曜
日
８
時
30
分
～
17
時

15
分（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
12

月
29
日
～
１
月
３
日
を
除
く
）

　
詳
し
く
は
水
道
企
業
団
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

無
作
為
抽
出
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
実
施
し
ま
す
。
調
査
対
象
と

な
っ
た
方
に
は
調
査
票
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 水道企業団HPは

こちら
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令和5・6年度競争入札参加資格審査申請の受付

問合先　各問合先

　
次
の
団
体
が
発
注
す
る
建
設
工

事
、
設
計
・
調
査
・
測
量
、
物
品
・

そ
の
他
の
業
務
委
託
な
ど
の
入
札

ま
た
は
見
積
り
に
参
加
し
よ
う
と

す
る
事
業
者
は
、
競
争
入
札
参
加

資
格
審
査
の
申
請
を
し
て
、
資
格

者
名
簿
に
登
載
さ
れ
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

　
こ
の
資
格
者
名
簿
に
よ
り
事
業

者
を
選
定
し
ま
す
。
登
録
を
希
望

す
る
事
業
者
は
、
次
の
と
お
り
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

坂戸・鶴ヶ島
消防組合

坂戸、鶴ヶ島
下水道組合

坂戸、鶴ヶ島
水道企業団

受付期間 1月10日（火）～31日（火）
※　消印有効

提出方法 郵送のみ
（簡易書留など配達が確認できる方法、持参不可）

申請要領 消防組合HPから
ダウンロード

下水道組合HPから
ダウンロード

水道企業団HPから
ダウンロード

提出先
坂戸・鶴ヶ島消防組合
管理課管理担当（〒350-0221
坂戸市鎌倉町16-16）

坂戸、鶴ヶ島下水道組合
総務課（〒350-0214坂戸市千代
田1-1-16）

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
財務課経営企画担当（〒350-
0214坂戸市千代田1-1-16）

問合先 消防組合管理課管理担当
☎︎281・3120

下水道組合総務課
☎︎283・2051

水道企業団財務課経営企画担当
☎︎283・2080

水道メーターなどを寒さから守ろう

問合先　坂戸、鶴ヶ島水道企業団☎︎283・1953

アンケート調査に
ご協力ください
問合先　介護保険課介護保険担当

　
寒
さ
の
厳
し
い
季
節
に
な
る

と
、
水
道
メ
ー
タ
ー
な
ど
が
凍
結

し
、
破
損
し
や
す
く
な
り
ま
す
の

で
、
次
の
こ
と
を
参
考
に
し
て
く

だ
さ
い
。

○
水
道
メ
ー
タ
ー
の
保
温
は
、
メ

ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
中
に
発
泡
ス

チ
ロ
ー
ル
な
ど
を
入
れ
る

○
露
出
し
た
水
道
管
は
、
布
な
ど

を
巻
い
て
保
温
し
、
上
か
ら
ビ
ニ

ー
ル
や
テ
ー
プ
を
巻
き
つ
け
る

○
凍
結
し
た
と
き
は
、
ぬ
る
ま
湯

で
徐
々
に
溶
か
す

○
家
を
数
日
留
守
に
す
る
場
合

は
、
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内
に
あ

る
丙
止
水
栓
を
必
ず
閉
め
る

〇
破
損
し
た
と
き
は
、
メ
ー
タ
ー

ボ
ッ
ク
ス
内
に
あ
る
丙
止
水
栓
を

閉
め
、
破
損
箇
所
に
布
か
テ
ー
プ

を
巻
い
て
応
急
処
置
を
し
、
指
定

給
水
装
置
工
事
事
業
者
に
修
理

を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、　

　
市
で
は
、
高
齢
者
福
祉
計
画
・

第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画（
令

和
６
年
度
～
令
和
８
年
度
）の
策

定
に
向
け
、
高
齢
者
や
そ
の
家
族

が
必
要
と
し
て
い
る
介
護
サ
ー
ビ

ス
や
、
地
域
ご
と
の
課
題
な
ど
を

把
握
す
る
た
め
、
65
歳
以
上
の
方

か
ら
調
査
対
象
者
３
０
０
０
人
を

メ
ー
タ
ー
の
破
損
は
水
道
企
業
団

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

水
道
使
用
開
始
・
中
止
の
届
出
に

つ
い
て

　
次
の
よ
う
な
場
合
は
３
日
前
ま

で
に
、
必
ず
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

①
新
た
に
水
道
を
使
い
始
め
る
と

き②
部
屋
の
工
事
、
清
掃
な
ど
で
一

時
的
に
水
道
を
使
い
始
め
る
と
き

③
引
っ
越
し
、
長
期
不
在
な
ど
で

水
道
を
止
め
る
と
き

受
付
時
間

　
月
～
金
曜
日
８
時
30
分
～
17
時

15
分（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
12

月
29
日
～
１
月
３
日
を
除
く
）

　
詳
し
く
は
水
道
企
業
団
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

無
作
為
抽
出
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
実
施
し
ま
す
。
調
査
対
象
と

な
っ
た
方
に
は
調
査
票
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 水道企業団HPは

こちら




